
 

 

 

 

 

  

■館長：愛須 正祥 主事：山根木 大輝 

■TEL 35 - 1022   ■FAX 35 – 0569  

■E-mail kamiakizu.ko@city.tanabe.lg.jp 

秋津谷グラウンドゴルフ大会 参加者募集 
  

  

上秋津・秋津町・秋津川の３公民館交流行事として、 

「秋津谷グラウンドゴルフ大会」を開催します。 

多くの皆様のご参加をお待ちしています。 
 

◇日  程  令和７年３月２日（日）< 荒天の場合は中止 > 
 

◇受  付  ８：３０～８：５０  ○開会式 ９：００～ 
 

◇会  場   田辺市若もの広場 
 

◇参加資格   小学生以上で秋津谷地区 

       （上秋津、秋津町、秋津川）の在住者 
 

◇チ ー ム   ・１チームは４人編成とし、２名の補欠を認める。 

        ・チーム編成の男女比は問わない。 

         ・各チーム１名の記録員を選出する。 
 

◇競技方法   日本グラウンド・ゴルフ協会制定の競技規則を準用 
 

◇表  彰   上位１～６位  （個人表彰）男子、女子の部 各１位～５位 

       ホールインワン賞は別に表彰する。 
 

◇参加申込  所定の申込用紙により下記までお申込みください。 

       （郵送、ＦＡＸ可）  

        ※申込用紙は上秋津・秋津川公民館で配布して 

       います。  
 

◇申込締切  ２月21日（金）必着 

 

【申込み・問合せ】 ◆上秋津公民館   〒646-0001  上秋津2083-1  

                                       ＴＥＬ：35－1022   ＦＡＸ：35-0569 

令和７年度 市民税・県民税の申告について 
        

 申告は、市民税・県民税の算定や各種行政サービス（国民健康保険税の算定、児童扶養手当

の受給、幼稚園・保育所の入所、公営住宅の入居等）を受ける際の基礎となるものです。 

 申告期間は、２月17日（月）から３月17日（月）まで（土、日、祝を除く。）です。 

 税務課では、下記の日程で休日申告受付及び出張申告受付を開催いたします。 

 なお、マイナンバー（個人番号）の記載と、番号確認及び本人確認書類が必要ですのでご留

意ください。 

        

■申告時に必要なもの 

 ①申告書（自宅に送付されていない方は、申告会場に用意しています。） 

 ②源泉徴収票（無い場合は、給与明細など収入の内容がわかるもの） 

 ③生命保険料・地震保険料の控除証明書（保険会社から発行された証明書） 

 ④社会保険料の確認書・領収書等（国民年金は日本年金機構が発行した証明書等） 

 ⑤医療費控除の明細書 

 （医療費通知により明細の記載を省略する場合は、医療費通知の原本の添付が必要です。） 

 ⑥配偶者特別控除を受けようとする方は、配偶者の収入のわかるもの 

 ⑦営業などの事業所得や不動産所得の申告をする方は、収入・経費の明細書 

 ⑧マイナンバーと本人確認ができる書類 

    番号確認書類 本人確認書類 

  

マイナンバーカード

（個人番号カード）

をお持ちの場合 

○マイナンバーカード 

 （裏面） 
○マイナンバーカード（表面） 

  

マイナンバーカード

（個人番号カード）

をお持ちでない場合 

下記のうち１点 

○通知カード 

○住民票の写し（マイナン 

 バーの記載があるもの）   

○住民票記載事項証明書 

 （マイナンバーの記載が  

 あるもの） 

顔写真付のものは下記のうち１点 

○運転免許証、パスポート等 

 

顔写真付でないものは下記のうち２点 

○公的医療保険の被保険者証 

 国税・地方税・社会保険料・公共料  

 金の領収書等 

 ⑨代理で申告される場合は、納税義務者本人のマイナンバーが確認できる書類 

 （写しでも可）・代理人の本人確認書類・委任状が必要となります。 

        

【休日受付日程】 

受付日 受付時間 受付会場 

２月22日（土） 午前９時00分～午後３時00分 田辺市役所 ３階 税務課窓口 

        

【出張受付日程】 

受付日 受付時間 受付会場 

２月18日（火） 午前９時30分～正午 上秋津農村環境改善センター 

        



 

 

上秋津幼稚園からお知らせ 
 

小学校でたこあげ 

 １月22日、小学校の運動場で凧揚げをしました。 

子どもたちは竹ひごとビニールシートで凧を作り、絵を描いて仕

上げました。事前に幼稚園の園庭で凧揚げをしたのですが、狭くて

十分に揚がりませんでした。そこで、小学校にお願いして運動場を

使わせていただくことにしました。 

凧を揚げている間は、日差しが温かくていい具合に風が吹いてく

れました。子どもたちは、糸をいっぱいに伸ばして凧を揚げ、大満

足でした。小学校の大休憩の時間には、運動場に出てきた小学生に

連凧を揚げてもらって大興奮でした。 
  

子育て支援事業について 

 １月23日現在、上秋津幼稚園では子育て支援事業を23回開催し、参加者してくれた未就園児は延

べ290人となりました。毎回、多くの皆さんにお越しいただき、幼稚園の様子も見ていただけたの

ではないかと思います。 

２月以降の未就園事業の予定をお知らせします。なお、インフルエンザ等の感染症が広がった場

合や、広がる恐れがあるときは、急遽、開放を取りやめることがあります。ホームページでの連絡

が間に合わないときは、駐車場入り口に「本日の未就園事業中止」の掲示を行います。 

何卒、ご理解とご協力をお願いします。 

     いきいき健康増進 ２月の予定 

                     13日（木）囲碁ボール 

                     27日（木）お茶会 

※内容は変更する場合がございますので、ご了承ください。 

人権学習会を実施しました！ 
 

 １月20日（月）、上秋津公民館にて人権学習会を実施しました。 

 当日は、地域の方と田辺市人権擁護連盟田辺支部女性問題部会の方４名の計15名

の方々が参加してくれました。 

 今年の学習会は、「話せてよかった」というビデオを鑑賞した後、感想やご意見

などについて参加者同士で気軽におしゃべりしていただきました。話が弾み和気あ

いあいと取り組んでいただくことができました。 

 この学習会により、日常生活の中にも人権に関わるいろいろな気付きがあること

や身近な人権について考えるきっかけにもなったことかと思います。 

 

 

 

 

 

 

 人権学習会は、人が大切にされる住みよいまちづくりを目指し、講演や座談会な

どを通じて、様々な人権について考え、知識を学ぶ機会となるような取組を関係機

関・団体との連携により毎年実施しています。 

 皆様のご参加をお待ちしております。 

令和７年度新入園児募集 随時受付中です！ 

２月の古紙回収は 

２月６日（木）、20日（木）です。 

※正午までに紙ヒモで縛り、上秋津農村センター前へ出してください。 

明るい笑顔街いっぱい運動 

３月３日（月） 
 

登校時間に通学路や自宅前で、子どもたちに「おはよう」の一声をかけていただきますよう、 

皆さんのご協力をお願いします。※日程が変更する可能性もございますので、ご了承ください。 

開催日 内容 

２月６日（木） 幼稚園で遊ぼう！ （晴：園庭開放・雨：遊戯室開放） 

２月13日（木） 幼稚園で遊ぼう！ （晴：園庭開放・雨：遊戯室開放） 

２月20日（木） 

ひな飾りを作ろう！ 

  製作は遊戯室で行います 

  天気が良ければ、製作後に園庭遊びも可能です 

【要申込】2月10日（月）～13日（木） 

３月 ６日（木） 園行事のため、取りやめ 


